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既存施設のトイレは貸与可能なので
しょうか。

質問１のとおり、仮設トイレは設置せ
ず、既存トイレを使用して下さい。

（e-mailアドレス）　sui01@city.kadoma.osaka.jp

電話06（690３）３１３１

門真市環境水道部経営総務課

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件　名　　泉町浄水場第1会議室外移設撤去工事

回
答
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T-1に記載されている平板載荷試験は
仮設事務所と仮設資材置き場で1カ所
ずつでよろしいのでしょうか。

仮設事務所及び仮設資材倉庫に対して
各々、1箇所としております。

設計図には仮設計画図がありませんが
仮囲い・外部足場・現場事務所・仮設
トイレ・その他仮設施設は不要又は任
意による設置となるのでしょうか。
また、契約後に上記の仮設施設が協議
により必要となった場合は追加工事と
なるのでしょうか。
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・積算上の考え方は、任意仮設として
おります。当初、計上していない場所
において、仮設施設が必要となった場
合は、設計変更対象として、協議によ
り対応させて頂きます。
・仮設トイレは、敷地内に設置せず、
既存施設のトイレを使用して下さい。

A-23の給水タンク置場には基礎の記
載がありませんが、既設コンクリート
がありアンカーボルトの代わりにあと
施工アンカーを施工する解釈でよろし
いでしょうか。
架台の鋼材は溶融亜鉛メッキではな
く、錆止め塗装でしょうか。
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・ご質問のとおり、あと施工アンカー
による施工として下さい。
・積算上は、無塗装としております。
現場状況等により、塗装が必要となっ
た場合は、設計変更対象として、協議
により対応させて頂きます。


